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一 .は じめ に

本稿の目的は、違法に収集 された証拠 についての訴訟上での取扱いと、その

論点に関する法理のいくつかを考察することである。スペインの法規範 におい

て、違法収集証拠(pruebasilicitas)と は、基本的な権利や自由(derechos

〔翻 訳 者 か らの 前 置 き〕

1.著 者 の紹 介

イ ン マ ク ラ ダ ・バ ビ エ ラ ・ブ イ(lnmaculadaBavieraPuig)は 、 ナ バ ラ大 学

(UniversidaddeNavarra)労 働 法 ・社会 保 障法教 授 〔法 学 博士 〕で あ る。 同教授 は、 ス

ペ イ ンの男 女 平 等 、解 雇 、 ス トライ キ権 、労 働 訴 訟、 社 会 保 障 、欧 州連 合の 労 働 関 係 な ど

を テー マ と した 多数 の作 品 を発 表 して お り、 また か つて カ ナ ダ政 府 ス カ ラシ ッ プを痩 得 し

て 留 学 した経 験 を 活 か して 、 カ ナ ダ労 働 法 に関 す るスペ イ ン有 数 の 専 門家 と して 活躍 して

い る。また、2005年 か ら2009年 まで、ス ペイ ン最 大手 のt版 社 が主 催 して い るア ラ ンサデ ィ ・

ソシ アル ・フ ォー ラム(ForoAranzadiSocial:社 会 法研究 討 論会)の コー デ ィネ ー タ ー

を務 め た。 翻 訳者 は 、2007年 か ら2008年 までの ナバ ラ大 学 留 学 中 にバ ビエ ラ教授 を知 り、

同 教授 の 計 らい で、 その 労働 法 の 授 業 、エ ラス ム ス計 画 の 特別 授 業 、.1.uLフ ォー ラ ム、 さ
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ylibertadesfundamentales)を 直接的または間接的に侵害 して収集されたそ

れとされている。違法収集証拠をめぐる論点は、特 に刑法の領域で展開されて

いる複雑な問題であり、労働法の領域でも特に解雇事件をめぐる訴訟(proceso

pordespido)で は重大な影aL`1を及ぼすにもかかわらず、これに関する規制は

いまだ不十分な状態である。そこで本稿では、違法収集証拠の特に解雇問題に

及ぼす影響に焦点をあて、アメ リカ法の理論を参照 しつつ考察することにした

い。

本 稿 は 、 以 下 の 順 序 で 展 開 さ れ る 。 ま ず 、 憲 法 裁 判 所(Tribuna且

Constitucional)の 視 点 につ い て で あ る。 憲 法 裁 判所 の 判 断 は今 日の 立 法 整 備

に も影 響 を 及 ぼ し て い る。 そ こ で 、 特 に 無 罪 の 推 定 の 原 則(principiode

presunciondeinocencia)に 留 意 しっ っ 、労 働 訴 訟(procesolabora1)に

お い て違 法 収 集 証 拠 が どの よ うに判 断 され て い るか を分 析 す る。 次 に、 違 法 収

集 証 拠 に 関 す る法 規 制 の現 状 を検 討 した 後 で 、 解 雇 の 評 価 にお け る そ う した 証

拠 の効 果 を考 察 す る。 この 考 察 で は 、 この 問題 を 取 り扱 っ た 裁 判 所 の 判 断 の い

らに 同教 授 の師 の ひ と りであ るセ ンペ レ ・ナバ ロ(AntonioV,SempereNavarro)教

授 の大 学 院 の授 業 に参 加 させ て いた だ い た り、 ス ペ イ ン法(労 働 法 そ の他)に 関 す る多 く

の 文献 や 資 料 を 私 的 に提供 して いた だ い た り した。 バ ビエ ラ教 授 と翻 訳者 とは、 ス ペ イ ン

と 日本 の 両 国 の 法制 度 に関 す る さ まざ ま な情報 交換 を現 在 も続 けて い る。

2.本 稿 で 使用 さ れて い る略 語

AS:AranzadiSocia且(『 ア ラ ンサ デ ィ ・ソシ ア ル』 ア ランサ デ ィの定 期 刊 行 法御 雑 誌)

BIB:Bibliografia(本 稿 で は、Aranzadi-Thomsonデ ー タベ ー スの 文献 リス トを 使用)

CE:ConstitucibnEspanola(ス ペ イ ン憲 法)

ET:EstatutodelosTrabajadores(労 働 者 憲 章 法)

FJ:FundamentoJuridico(判 決 で取 り上 げ られ た法 的根 拠)

LEC:LeydeEnjuiciamientoCivil(民 事 訴 訟 法)

LOPJ:LeyOrganicadelPoderJudicial(司 法 権 に 関 す る憲 法 附属 法)

LPL:LeydeProcedimientoLaboral(労 働訴 訟 法)

LPRL:LeydePrevenci6ndeRiesgosLaborahes(労 働 災害 予 防 法)

RTC:RepertoriodelTribunalConstitutionalAranzadi(ア ラ ンサ デ ィ憲法 裁 判所判

例 集)

RJ:RepertoriodeJurisprudenciaAranzadi(ア ラ ンサ デ ィ判 例 集)

STC:SentenciadelTribunalConstitucional(憲 法 裁判 所 判 決)

STS:SentenciadelTribunalSupremo(最 高 裁 判 所 判 決)

STSJ:SentenciadelTribunalSuperiordeJusticia(高 等裁 判 所 判 決 〉
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くつ か に 焦 点 を あ て る 。 そ し て 最 後 に 、 違 法 収 集 証 拠 と弁 護 権 の 制 限

(indefension)の 関 係 に 言 及 す る。 この 考 察 で は 、 違 法 収 集 証 拠 の 不 採 用

(denegaci6n)と 証 拠 の 採 用(admisi6n)の 両 方 の場 合 に焦 点 を あて る。

二.憲 法裁判所の理論

上記のように、違法に収集 された証拠をめぐる論議は基本的には刑法の領域

で展開されてきたが、憲法裁判所がこの論点を取 り上げた最初の判決は、意外

にも刑法の範鴫の事件ではなく、社会法分野の1984年ll月29日 の判決であった

(STClI4/1984,de29noviembre)。 この事件は、ある新聞の編集者の会話

がその対話者によって承諾な く録音 され、その発言を理由に解雇された という

ものである。解雇 された編集者(despedido)は 、通信の秘密に関する権利(CE

l8条3項)、 および憲法上のあらゆる保障の下に裁判を受ける権利(CE24条2
り

項)が 侵 害 され た と して 、 憲 法 訴 願(amparo)を 申 し立 て た 。 また 同 時 に 、 こ

1)ス ペ イ ン憲 法 が 定 め る基 本 権 お よ び 公 的 自 由(derechosfundamentalesy

libertadespublicas)の 侵害 に 関す る不 服 の 申立 てで あ る。 こ う した事 項 に関 す る審 理

は、 憲 法 裁判 所 の管轄 で あ る(CE161条1項b号)。

〔翻 訳 者補 足 注〕CE[8条3項 には 、 「通信 の秘 密(secretodelascomunicaciones)、

特 に郵 便 、電 信 お よび 電話 に よ る通 信 の 秘 密 は、 これ を保 障 す る。(…)」 と規定 され て

い る。24条2項 には 、 「(…)す べて の人 は、瀕ii生で あ らか じめ定 め られ た普通 裁判 官(Juez

ordinario)の 裁 判 を受 け る権 利 、弁護 人 の 弁護 お よび立 会 いを 求 め る権 利 、 告訴 され た

こ とを知 らされ る権 利 、不 当 に遅 滞 す る ことな くか つ完全 に保障 された(cOnCodaslas

garantias)公 開 の裁 判 を求 め る権 利 、弁護 のた めの適 切 な証 拠方 法(mediosdePrue-

ba)を 用 い る権 利 、 自己 に 不利 益 な供 述 を しな い権 利 、有 罪 で あ る こ とを 自 白 させ られ

な い権 利 、お よび無 罪 の推 定 を受 け る権 利 を有 す る。」 と規 定 され て い る。 な お、 バ ピエ

ラ教 授 が 注で 指摘 され た 「基 本権 お よび公 的 自由」 に つ いて は 、 「第1編 基本 的 な権 利

お よび 義務 」 の 「第2童 権 利 お よ び 自由」 の 中 の第1節(15条 か ら29条)に 規 定 され

て い る。 もっ とも、 同 教授 の コメ ン トは、 憲 法訴 願 の 対 象 とな る範 囲が これ に 限定 され

る とい う意 味 で はな い。CEl61条1項b号 には 、 「〔憲法 裁判 所 は、〕(…)本 憲法53条2

項 で い う権 利 お よび 自由 の違 反 に よ る憲 法 訴願 〔を審 理 す る権 限 を 有 す る。〕」 と規 定 さ

れ てい る。53条2項 に は、 「すべ ての 市民 は、14条 お よび 第2童 第1節 で規 定 され た 白由

お よび権 利 の 保護 の た め 、(…)場 合 に よ り、憲 法 訴願 の 方 法 に よ り、憲 法 裁判 所 に訴 え

を提 起 す る こ とが で き る。(…)」 と規 定 され て い る。
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の憲 法 訴 願 が 認 容 され た 場 合 に は 、 解 雇 の無 効(nulidaddeldespido)と 従

前 の 仕 事(puestodetrabajo)へ の 復 帰(readmision)の 判 決 が言 い渡 され

る こ とを 請 求 した 。

違 法 に収 集 され た 証 拠 の 能 力 に 関 す る規 制 が 不 十 分 で あ っ た 中 、 同判 決 は、

ア メ リカ 法 で確 立 され た 、 ア メ リカ 合 衆 国 憲 法 修 正4条 に違 反 して 収 集 され た

証 拠 は 裁 判 に お い て 採 用 さ れ な い と す る 理 論(違 法 収 集 証 拠 排 除 法 則

〔exclusionaryrule〕)を 取 り上 げ た。 憲 法 裁 判 所 の 判 断 は、 基 本 権 を侵 害 して

獲 得 され た証 拠 を裁 判 で採 用 す る こ とは、 裁 判 を受 け る権 利 自体 を無 視 し(CE

24条2項)、 また 裁 判 にお け る両 当事 者 の不 平 等 を 容認 す る もの(CEl4条)で

あ る と した よ うで あ る。 この 理 論 に よ り、CE24条2項 が 規 定 す る 「適 切 な 証

拠 方 法 を用 い る」(utilizarlosmediosdepruebapertinentes)と い う概 念

は、 具 体 的 か つ 実 質 的 な もの と して組 み 入 れ られ 、 したが っ て 、 違 法 に収 集 さ

れ た 証 拠 は 「適 切 」 とは認 め ら れ な い こ とに な る(FJ5)。 そ の 傍 論(obiter

dictum)で は 、 適切 な証 拠 方 法 を用 い る こ とは基 本 権 の制 度 上 にお け る客 観 的

か つ絶 対 の保 障(garantiaobjetivaeimplicita)で あ っ て、 違 法 収 集 証 拠 を

軽 視 す る こ とは憲 法 上 許 さ れ な い と明言 され た(FJ2)。 最 終 的 に こ の菓 件 で は

憲 法 訴 願 は棄 却 さ れ た が 、 そ の後 こ の判 断 は証 拠 の 取 扱 い に 関 して 大 き な影 響
の

を及ぼす ことになった。

もっ とも、社会法の範 疇の事件 での憲法裁判所 の この判断 は、被上告人

(acusado)の 無罪の推定において違法収集証拠排除法則を根拠付けた というも

のではなかった。刑法の領域の多 くの裁判例では、不採用 とされた証拠 は効力

2)FIDALGOGALLARDO,C.,Las°pyuebasilegales'"dela齪cZz`ε ゴ012α現yγε〃o

estadounidensealarticulo11!LOPJ,CentrodeEstudios.Politicosy

Constilucionales,Madrid,2003,pp.24-25.

〔翻 訳 者 補 足 注〕 本 文 の 事件 で、 編 集 者 が 解雇 の無 効 と職場 復 帰 を請 求 した根 拠 は、ET

55条6項 に 「解 雇 が無 効 の 場 合 に は、(…)労 働 者 は直 ち に職 場 復帰 す る。」 と規 定 され

て い る こ とに よる。CEl4条 は平 等原 則 に関 す る条 文 で あ り、 「スペ イ ン人 は、法 の 前 に

平 等(igualesantelaley)で あ って、(…)い か なる個 人 的 また は社 会 的 な状 況 に よっ

て も差 別 され ない。」 と規 定 され て い る。 なお 、 アメ リカ合 衆 国憲 法修 正4条 の 前段 に は 、

「不 合 理 な捜 索 お よび逮 捕 押 収 に対 し、身 体 、住 居 、;_'-fお よび所 有 物 の安 全 を保 障 され

る人 民 の権 利 は、 これ を侵 害 して は な らな い 。」 と規 定 され て い る。



スペイン労働訴訟 にお ける違法 に収集された証拠 の取扱いに関する一・考察2!/

を生 じないのであるから無罪の推定を損なわせ ることはできず、そして十分な
:i)

証 拠 が 示 され な い場 合 に は裁 判 所 は非 難 で き な い と され て い る。 こ の憲 法 裁 判

所 の 判 断 で は 、 違 法 収 集 証 拠 が 採 用 され な い とい う保 障 がCE24条2項 の 内 容

の 一部 、す なわ ち、訴 訟 上 の基 本 権(derechofundamentalprocesa1)(STC

lI4/1984)で あ る と され た が 、 しか しな が ら そ れ が 具 体 的 に どの よ うな 権 利 で

あ るか は 明確 に され なか っ た。 こ のた め 、 あ らゆ る保 障 の下 に(contodas且as

garantias)裁 判 を 受 け る権 利 を め ぐ る裁 判 の 基 準 に不 安 定 さが 生 じ る こ とに

な っ た(STC81/1998,de2abri1[RTC1998,81])。 この裁 判 は、 違 法 収 集

証 拠 の評 価 の視 点 か らの み訴 訟 上 の 基 本権 の 侵 害 の 可能 性 を指 摘 した もの で あ っ

た が 、 そ う した 証 拠 の 不 採 用 に は 例 外 が あ る とす る こ とで 、 この 保 障 を制 限 す

る もの で あ っ た 。 結 局 の とこ ろ 、 憲 法 裁 判 所 の 分 析 の仕 方 は 、 あ ら ゆ る保 障 の

下 に 裁 判 を受 け る権 利 と裁 判 の 結 果 との関 連 を見 据 え た 上 で 、無 罪 の推 定 に 立

ち 返 る とい う もの で あ っ た と見 る こ とが で き る(SSTC49/1999;161/1999;
4)

171/1999;239/1999;8/2000;50/2000)a

憲 法 裁判 所 の判 断 は、1994年3月14日 の 判 決(STC85/1994,deI4marzo

[RTCl994,85])以 降 、 そ の保 障 を強 化 す る方 向 に動 い て い っ た。 この 判 決 で

は 、違 法収 集 証 拠 の 反 射 的 効 果(eficaciarefleja)を 認 め、 従 来 の い くつ か の

司 法判 断 を分 析 の 出 発 点 と しつ つ 、 通 信 の 秘 密 に関 す る権 利 の侵 害 を認 定 し、

そ して 違 法 収 集 証 拠 が 無 罪 の 推 定 を 損 なわ せ る十 分 な証 拠 とは み な され な い と

した。 これ に よ り、 下 級 審 判 決 が破 棄 され 、 逆 転 無 罪 と され た。 要 す る に 、 憲

法 裁 判 所 は 「毒 樹 の 果 実 」(frutosdelarbolenvenenado)を 適 用 し、証 拠

禁 止(pruebaprohibida)の 理 論 を拡 張解 釈(interpretacionesextensivas)

3)G6MEZCOLOMER,J.L.,"Laevoluciondelasteoriassobrelaprueba

prohibidaaphcadasenelprocesopenalespano且:delexpansionismosin

limiteralmaspuroreduccionismo.Unameditacionsobresudesarrollo

Puturoinmediato",G6MEZCOLOMER,J.L.,(coord.),Pruebayprocess

penal,TiranttoBlanch,Valencia,2008,p.115.

4)D〔AZCABIALE,J.A.,MARTINMORALES,R,ム αgararztiacoη5'f∫`κfoπ α'do

Gご～inad"3ガ ∫愛5ηcle1ごzprueba∫'∫c露 α〃2θ'2'θobtefzida,Civitas,2001,pp.28-29 .

37-43.
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した の で あ る。 そ の 後 の裁 判 に見 られ る、 違 法 収 集 証 拠 と関 係 の な い 、 その 事

実 の 評価 が 認 め られ る証 拠(STC86/1995,de6junio[RTCl995,86],FJ

4)、 また は不 可 避 的 な発 見(descubrimientoinevitable)(STS(Saladelo

Penal)4juliol997[RJl997,6008],FJ4)お よび 偶 然 の遭 遇(hallazgo

causal)の 例 外(STS(SaladeloPenal)21julio2000[RJ2000,6772],
5)

FJl)も 、こうした判断によるもの といえる。

証明の基準が明確にされない状況が数年にわたり継続する間、無罪の推定の

原則が解雇をめぐる裁判に影響したと理解される(STC37/1985,de8marzo
の

[RTCl985,37])。 証 拠 価 値 の評 価 基 準 が必 ず し も適 切 で な い 状 態 で あ っ た た

め、 これ に よ り普 通 裁 判 所(STSlgdiciembrel989[RJl989,9250])だ け

で は な く憲 法 裁 判 所 の 判 断 で も反 動 が 生 じ、 懲 戒 解 雇 に対 す る上 記 原 則 の適 用

に つ い て の 批 判 的 な 再 検 討 が な さ れ た(STC81/1988,de28abril[RTC

l988,81])。 この 制 限 的 な傾 向 は、1992年3月18日 の判 決(STC30/1992,de

l8marzo[RTCl992,30])で 一 層 強 ま った とい え る。 この 判 決 で は 、 従 来 の

法 理 が 変 更 され 、 刑 事 裁 判 で の無 罪 の 推 定 が制 限 され る こ とに な っ た(FJ7)。

この 判 決 の 主 張 は 、解 雇 は 契約 上 の決 定 で あ って 、 国 の 刑 罰 権(iuspuniendD
の

が行使 されないとする考え方に基づ くものである。

三.法 規範の未整備

違法に収集 された証拠 に関する法規制は、判例ではいくつかの理論が展開さ

れてきているのに対 して(そ の憲法領域の分析は上述の とお りである)、ほとん

ど未整備の状況である。こうした中、判例法理が法規範の空隙を補充するとと

5)G6MEZCOLOMER,J.L.,"Laevoluciondelasteoriassobrelaprueba

prohibida...",obcit.,pp.118ss.

6)ALONSOOLEA,M.,JurispruclenciaConstitutionalsobreTrabajoySeguridad

Social,TomoIII,Civitas,1985,pp.70-71.

7)PEDRAJASMORENO,A.,Despidoyderechosfundamentales.Estzcdioespecial

4θlapresunciondeinocencia,Trotta,1992,pp.251,258-262.こ の 理 論 は 、後 日変

更 さ れ た(STCl53/2000,de12junio[RTC2000,153],FJ2;STS27

noviembre2002[RJ2003,1930],FJ4)0
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もに、その解釈にも影響を及ぼしている。その典型例は、原則 として基本的な

権利または自由を直接的または間接的に侵害 して収集 された証拠は無効である

とするLOPJll条1項 である。もっとも、この原則の重要性にもかかわらず、立

法政策上、その他の可能性を選択する余地 も残されているものになっている。

これにより、例えば財産に関する権利(derechodepropiedad)な どの、厳

密な意味で基本権および公的自由(CEl4条 から29条)の 範鴫にない権利の侵
x)

害 を 解 決 す る もの で は な い と され て い る。 した が っ て 、 上 述 した 裁 判 例 の判 断

の仕 方 と同 じ く、LOPJll条1項 で も違 法 収 集 証 拠 の反 射 的 効 果 の可 能 性 の問 題

が 生 じ る こ とにな る。 この 反 射 的効 果 は 、 「間 接 的 に」(indirectamente)と い

う副 詞 か ら派 生 す る と思 わ れ るが 、 上 記 の 判 決(STCll4/1984,de29de

noviembre)で は この 点 につ い て言 及 され て お らず 、 学 説 上 で も見 解 が 分 か れ
の

ている。

スペインにおける違法収集証拠に関する法規制は、続いて労働の領域で整備
io)

された。 この規制は、労働現場での新技術の導入 と、それに伴 う労働者の基本

8)DeLAOLIVASANTOS,A.,"Sobrelainfluenciadelaspruebas

ilicitamenteobtenidas",Libro」 賊刀ηθη蹴ノcalProfesorDr.n.E`1κ θ名びoFo't/

SCYYQ,MinisteriodeJusticia,Madrid,2004,pp.100一 且02.本 文 で示 した よ うな場

合 には、 裁 判 官 の慎 重 な判 断 に委 ね られ る(GARCiA-PLRRO'1'GLSCAR'1'iN,L,(1

ρη`召δα8ηelprocesodetrabajo,Civitas,1994,p.且40)。

〔訳者 補 足 注〕 スペ イ ン憲 法 で は、塞 本 的 な権 利 お よ び 自由 として、 「生命 に関 す る権 利 、

拷 問 の禁 止 、死 刑 の廃 止」(15条)、 「思 想 お よび 宗教 の 自 由」(16条)、 「法定 手 続 の保 障 、

逮 捕 に 関 す る保 障」(17条)、 「名 誉 ・プ ライ バ シ ー ・肖像 に関 す る権 利 、 住居 の不 可 侵 、

通 信 の秘 密」(18条)、 「居 住 お よび 移転 の 自 由、 出 入 国 の 自 由」(19条)、 「表 現 の 自由 、

知 る権 利 」(20条)、 「葉 会 の 自 由」(21条)、 「結 社 の 自 由」(22条)、 「参 政権 」(23条)、

「裁 判 を受 け る権 利 」(24条) 、 「被 拘 禁者 の権 利」(25条)、 「名誉 裁 判所 の禁 止 」(26条)、

「教 育 を受 け る権 利 」(27条) 、 「労 働基 本 権 」(28条)、 「請 願 権」(29条)が 列 挙 され て い

る。 な お 、財 産 権 につ い て は 、市 民 の 権 利 お よ び義 務(derechosydeberesdelos

ciudadanos)と して、33条 に規 定 され て い る。

9)す な わ ち 、 こ の 反 射 的 効 果 を 直 裁 に 認 め る と す る学 説(LOPEzBARjADE

QUIROGA,J.,TratadodeDerechoProcesalP8η α4'Thomson-Aranzadi,2aed.,

Pamplona,2007,pp.832-833)に 対 して、 「間 接 的な」侵 審(violation"indirecta")

は証 拠 収 集 源 の 取 扱 い か ら生 じる と す る 学 説 も あ る(PASTORBORGOIVbNB.,

``Eficaciaenelprocesodelaspruebasilicitamenteobtenidas"
,ノusdicia,

num.2,1986,pp.361-362)0
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権の保護に及ぼす影響を考慮 して講じられたものである。 この規制では、基本

権の侵害によって入手された証拠の排除(exclusi6n)が 、労働法の本質に係る

重要 な諸原 則 との均衡 を図 るた めの適切 な出発 点(puntodepartida
II)

adecuada)と みなされた。 しかしながら、LPLの 規制(90条)で も、LOPJll

条1項 と同じく、証拠源(fuentedeprueba)自 体の違法を非難する手続につ

いては触れ られていない。

それから数年後に、LEC4条 に基づいて訴訟に関する補足的な整備の根拠規

定 とされていた287条 において、違法収集証拠の訴訟上の取扱いに関する規制が

講じられた。287条 は、証拠禁止に基づ く判決が出される事態を回避するために、

証拠 の違法 を申 し出 る具体 的な時期 について、両 当箏者が 「直ちに」(de

inmediato)そ れを提示 しなければならないと定 めている。この法の趣旨が証

拠の採用に関連することであることを考慮すれば、証拠の違法を明らかにする
iz)

ことが望 まれることである。 このことから、裁判所が判決の際にこの点に関す

る見解を示すことについては、LEC287条1項 の視点では弁護権の制限にっなが

る可能性も生 じ得 るが、首肯されることになるであろう。 この場合、裁判官は、

両当事者に対する事前の意見聴取の上で、その無効を職権で(deofficio)判 断

し得 ることになるであろう(LOPJ240条)。 しかし他方で、裁判官が違法収集証

拠 の価 値 を排 除 した と して も、 それ が そ の心 証形 成(formationde

10)LPL90条1項 は 、 「両 当 衷 者 は 、 法 の 規 制 の 下 に 、 言 語 、 画 像 お よ び 音 声 を 再 生 す る機

器 を 含 め た す べ て の 証 拠 を 利 用 す る こ とが で き る 。 た だ し、 直 接 的 ま た は 間 接 的 に 、 基

本 権 ま た は 公 的 自 由 の 侵 害 を 推 定 させ る 方 法 を 通 じて 獲 得 され た も の は この 限 りで な い 。」

と規 定 して い る 。

11)DELREYGUANTER,S.,"Nuevastecnicasprobatorias,obtencionilicita

delaprueUayderechosfundamentalesenelprocesolaboral",Reaista

EspanoladeDerechodelTrabajo,niam.37,Madrid,1989,p.76.

12)DELAOLIVASANTOS,A.,ETAL.,ComentariosQlaLeycle

E,吻f6如 海 θ撹oCivil,Civitas,Madrid,2001,P.524;CHOZASALONSO,J.

M.,"Brevereflexionsobrela"pruebailicita"enelprocesopenalespa自ol",

enROBLESGARZ6N,J.,ORTELLSRAMOS,M.(directores),Problernas

actualesclelprocesoiberoamerzcano,Volumen,[,CEDMA,2006,pp.461-462.

13)MONTEROAROCA,J.,Lapruebaenelprocesocivil,5aed.,

Thomson-Civitas,2007,p.204.
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13)

conviccion)に 影響を及ぼ し得 ることは明白である。違法に入手された資料が

判決に影響 していないことを確認できる手段 を通 じて、その判決に然るべき理
14)

由付けがなされていることが要求され る。 もっとも、やむを得ない場合には、

LEC287条 の適用が労働裁判には不適当であることを示さなければならない。例

えば、ある証拠が採用 され、そ してその証拠の違法が主張されなければならな
I5)

いが、労働事件では両方が同時に行われる場合が挙げられ る。

加えて、普通裁判所(6rganosjudicialesordinarios)は 証拠の適法性 と採

用の可能性を検証 しなければならない。 ここで 「適法性」(1egalidad)と は、

法で定められた形式 と限定列挙された証拠 に基づいてその主張するところを証

明することと理解 される。しかしながら、新たに起草されたLEC283条3項 には、

この概念が完全には反映されなかった(「法が禁1ヒする活動による証拠は採用さ

れない」)。この文言の表現は、「法が規定 していない活動による証拠 は裁判で採

用されない」 とする方がより適切であったか もしれない。なお、LBC283条2項

では、合理的かつ確実な基準 に依拠 し、争点 とされる事実の解明に無益 な証拠

は採用 されないとされている。簡潔にこれらの趣 旨を総括すれば、ある証拠が
IG)

不適切または不必要であるときに、 こうした状況が生 じるとい うことである。

四.違 法収集証拠と解雇に関する判例および学説の見解

違法収集証拠が裁判所の判断に及ぼす影響、そ して特に解雇事件の評価に与

える影響が13大 であることに鑑みて、それでは次に、解雇の評価が 「無効」(nulo)

または 「不当」(improcedente)と されるとする判例および学説上の一連の考
17)

え方を検討 しておきたい。最初に解雇 を 「無効」 とする裁判例 と学説の考え方
IS)

を㍉ 続 い て 「不 当 」 とす るそ れ らを検 討 す る。

14)PICbIJUNO1,J.,"Lapruebailicitaysucontroljudicialenelproceso

CIVIC",ノ'`sticia,2005,pp.87-89.

15)GILPLANA,J.,Lapruebaenelprocesolaboral,'Thomson-Aranzadi,2005,

P.2且0.

16)MONTEROAROCA,J.,FLORSMATES,J.,Amparoconstitucionalyproceso

C2Lll,2aed.,TirantloBlanch,Valencia,2008,pp.162-164.
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解雇の 「無効」の判断は単純な問題ではな く、懲戒解雇の原因 となった証拠

源の違法を拡大 して行われるものである。 もっとも、この判断の仕方に関 して

は、さまざまな要素が複雑に関連 していると考えられ、例えば、一方では補償

金(indeminizaci6n)の 保障がその評価 に少なからず影響 を及ぼ し(STSJ
ゆ

Madrid31enero2002,FJ9[AS2002,916])、 他 方 で は違 法 と評 価 され た

証 拠 に よ って 生 じ る、 判 定 の際 の 「あ る種 の 弛 緩 状 態 」(ciertainercia)を 克

服 しよ う とす る 意 図 が 影 響 して い る とい え るで あ ろ う(STCl96/2004[RTC

2004,196])。 この後 者 の 憲 法 裁 判 所 の判 決 で は、 解 雇 が 「無 効 」 と され る と と

もに 、基 本 的 な 権 利(本 件 の 場 合 は プ ラ イ バ シ ー権)の 侵 害 に よ っ て入 手 され
zoo

た証拠には効力が生 じない と明言 された。 この判決のもつ意義が大 きいことに

鑑みて、若干の考察を試みることに したい。

この事件は、ある航空会社に臨時契約で雇用 されていた女性労働者が、産業

17)ET54条1項 には、 使用 者 が 懲戒 解雇 、 す なわ ち 、労 働者 の重 大(grave)か っ有 責性

の あ る(culpable)不 履 行 に基 づ いて解 雇 し得 るこ とが規 定 され て い る。 この処 分 に不

服 の あ る者 は裁 判 所 に提 訴 で き る。 この訴 え が提 起 され た場 合 、 裁 判 所 は、ET55条 に

よ り 、 当 該 解 雇 の 「正 当 」(procedente:「 使 用 者 が 解 雇 通 知 轡(escritode

comunicaci6n)に 記 載 した労 働 者 の不 履 行 が 証 明 さ れ た とき」)、 「不 当」(improce-

dente:「 その 証 明 が な され な い とき」)ま た は 「無効 」(nulo:「 憲 法 そ の他 の法 令 で禁

止 され て い る差 別 的 意 図 を も って 、 ま たは 労 働者 の 基 本権 も し くは公 的 自 由 を侵害 して

な され た とき」)を 評 価 す る。

〔翻 訳 者補 足 注 〕 スペ イ ンの 懲 戒解 雇 制度 の 基本 構 造 につ いて は、 さ しあた り、岡 部 史信

「ス ペイ ンの懲 戒 解 雇 制度 の基 本構 造 と若 干 の 問題 点 に つ い て」(東 京経 済 大 学 『現 代法

学 』8号 、2005年)、 岡 部史 信 「ス ペイ ンにお け る懲戒 解雇IE当 原 因 と して の常 習 的飲 酒行

為 およ び薬物 乱用 」(創 価大 学 『創価 法学 』38巻1号 、2008年)を 参 照 してい ただ きた い。

18)こ の詳 細 につ い て は 、BavieraPUIG,1.,"Sobrelacalificaci6ndeldespido

basadoenpruebasilicitas",AranzadiSocial,num.12,2008,versiondigital

(BIB2008,2159).

19)こ の 判例 の こう した 分析 は、COLASNElLA,E.,"Nuevastecnologias,obtenci6n

depruebasyderechosPundamentales",AranzadiSocial,num.5,2002,

versi6ndigital(BIB2002,652)で 行 わ れ て い る。

20)S直GALESFIDALGO,J.,"Lanulidaddelapruebaquesoseienelas

imputacionesenしIlldespidoprovocatambienladeesteultimo.Control

deintimidadinformaticsmedisntelasutorizacionjudicial",Arazzzacli

Social,num.16,2006,versiondigital(BIB2006,1724).
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医の診断を受け、当該企業での勤務 「不適性」(noapta)の 結果が出たことに

基づ き、試用期間を終了できないとして解雇 された というものである。 この診

断は労働協約およびLPRL22条 に基づいたものであって、女性労働者の側 もそう

した診断が実施 されることについて知ってお り、かつそれを受診することに別

段の異議を唱えていなかった。 ところで、「不適性」の診断結果が出たのは、女

性労 働者 が その診 断基 準で定 め られ てい た率 を超 える量 の カ ンナ ビス

(cannabis)を 使用 していたためであったが、その診断結果報告轡の中にその原

因が明記されていたのではな く、その資料を証拠 として提出 したのは企業側で

あった。 こうした事実を認定 した上で憲法裁判所は、 この種の診断はプライバ

シー(intimidad)に 属する資料を明るみにするものであるから、そうした資料

の開示にはその者からの直接的な許可(autorizacionpersona且)が 要件であ

り、この要件を備えずになされた開示は女性労働者のプライバシー(CEI8条1

項)の 侵害であって、それを証拠 とする解雇は無効であると判示 した。

裁判所のこの主張は、憲法訴願を否定した検察(Fiscal)の ものとは異なって

いる。検察の論拠のひとつは労働協約およびLPRL22条 の規定に基づいた上記の

診断結果が現に出されていること、 もうひ とつはプライバシー権が絶対的な も

の(absoluto)で はな く、合法的な目的を達するために必要であり、かつその

権利の本質に対する配慮がある限 りで相対化され るというものであった。 した

がって、本件の場合は、その診断が合法的手段であるが、ET54条2項r号 の

正当原因、すなわち労働への悪影響があるrri'3ASlrryhi的飲酒行為および薬物乱用にあ

たらないので懲戒解雇を基礎づけることにならず、ゆえに企業のその決定は 「不

当」なものと評価されるとした。

この判決では、憲法裁判所がプライバシー権 を拡張解釈することで、労働協

約やLPRL22条 で規定される医師の診断を合法性の問題 と認識 し、本件の女性労

働者の職務には薬物検知を必要 とするような危険がないとされたことが明確に

指摘できる。 もっとも、不必要な診断結果は使用者の判断に何 らの効果 も及ぼ

すものではないとすることは、憲法38条 の企業の自由(libertadempresarial)
'll)

との 関 係 で 問 題 を 生 じ させ る こ とに な る。

こ の判 断 の仕 方 は、 その 後 のバ ス ク 自治 州 管 区 高 等 裁 判 所 の2006年9月12日

の 判 決(STSJPaisVascol2septiembre2006[AS2006,2602])な どに影
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響を及ぼ した。このバスク自治州管区高等裁判所の判決は、基本権の侵害によっ

て入手された証拠 を理由とする解雇 を無効 とし、その理由 として憲法裁判所の

2004年 判決(STCl96/2004)が 言外に(implicitamente)ほ のめか していた

毒樹の果実の法理を取 り上げたものであった。この事件では、労働者の義務の

履行を監視する使用者の管理権の影響力が検討 されている。ある男性社員(懲

戒処分を受け、出勤停止を命 じられていた)の コンピュータを検査 した ところ、

その中に私的に取 り込まれた音楽だけではな く、重要な企業資産記録が保管 さ

れていたことが確認され、その事実をある管理職が知るに至 り、この事実によっ

て解雇 されたというものである。裁判所は、労働者の同意や法的な許可を得 る

手続を経ず行われた検査によって入手された このような証拠は 「無効」 とみな

されるべきであると判示 した。要するに、労働者がそのような記録を一時的に

でも保管するような事態が生 じないようにす るには、そうした行為を明確に禁

止する事前の措置が講 じられていなければならなかった ということである。もっ

とも、この判決では、ある裁判官から、情報処理関連の検査による労働者の基

本権に及ぼす影響は最小限のもの(minimaafectacion)に すぎないか ら合法

であるとする特別意見も付記 されていた。

上述 した一連の判決に対 しては、違法収集証拠 と無効解雇 との間に法的関連

性が存在 しないという点からの重要な反論がある。この視点から、学説上では、

証拠の入手経路に基本権の侵害があることでそれが無効 となることから、「不当」

21)SAGARDOYBENGOECHEA,J.A.,LosDerechosFnndamentalesyelrontrato

detrabajo,Thomson-Civitas,Pamplona,2005,pp.65-71.

〔翻 訳者 補 足 注〕LPRL22条 には 、健 康管 理(vigilanciadelasalud)1こ 関 す る6項 目

が 規 定 され て い る。 本 文 に 関連 す る限 りで示 せ ば 、1項 に は 「使用 者 は、 労働 者 に対 し

て、 そ の労 働 に伴 う危 険 に応 じて 、 その健 康 状 態 を定 期 的 に管理 す る事 業 を行 うこ とを

保 障 す る。 この管理 事 業 は 、労 働者 が それ に 同意 す る ときにの み実 施 され る。(…)」 、4

項 に は 「労 働 者 の健 康 管 理 に 関連 す る資料 は、 労 働者 を差 別 し また既 め る よ うな 目的 の

ため に使 用 され て は な らな い。1と 規 定 さ れて い る。 と ころで 、 サガ ル ドイ教 授 は、 「不

適 性 」 と判 定 された 労 働者 に対 して契 約 の締 結 を義務 付 け る こ とはCE38条 の企 業 の 自

由の侵 害 を推 定 させ る とす る趣 旨の 見 解 を述 べ て お られ る よ うで あ り、 バ ビエ ラ教 授 の

本 文 の説 明 もそれ に基 づ く もの と思 わ れ る。CE38条 に は、 「企 業 の 自由 は、 市場 経 済 の

範 囲 内 で認 め られ る。 公権 力 は、 総 合 的 な経 済 の 必要 、 また は場 合 に よ り経済 計 画 の 必

要 に応 じて 、企 業活 動 お よび生 産 性 の 保護 を保 障 しかつ 支 援 す る。」 と規 定 されて い る。
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解雇の原因 となるとする主張がある(解 雇理由とされた証拠の欠如は、必ず し

もそれ自体が差別行為 とはみなされない)。すなわち、証拠源の違法と解雇の無
22)

効 とは異 な る段 階 で生 じ る とい う こ とで あ る。 この他 に も、 「不 当」 とす る判 断

に有 利 な 主 張 を付 け加 え る こ とが で き る。 そ れ は 、 「解 雇 が 正 当 」 で あ る とされ

る事 実 が まず そ の不 当 の 推 定(presunci6ndeimprocedencia)か ら出 発 す

る こ とで 、 労 働 者 は憲 法 で は な く法 律 レベ ル に お い て無 罪 の推 定 の 状 態 に よ っ
23)

て保護されるというものである。換言すれば、憲法上の無罪の推定の原則(CE

24条2項)は 解雇をめぐる訴訟には直接適用されないが、解雇の不当の判断を
24)

回避 す る に は 証 拠 が必 要 とさ れ 、要 す る に この 原 則 が部 分 的 に作 用 す る とい う

こ とで あ る。 これ を厳 格 に適 用 す る と こで 、基 本 権 の侵 害 を理 由 とす る 「根 本

的 な無 効 」 の 解 雇(despido"radicalmentenulo")の 判 定 が 導 か れ る こ とに
25)

な るで あ ろ う。

この 意 味 にお いて 、 マ ドリ ッ ド自治 州 管 区 高 等 裁 判 所 の2008年1月16日 の判

決(STSJMadridl6enero2008[AS2008,944])を 取 り上 げ る こ とが で き

る。 この 事 件 で は 、 労 働 者 へ の 事 前 通 知 も な く、 ま た必 要 もな い に もか か わ ら

ず 実 施 され た コ ン ピ ュ ー タ の 検 査 は プ ライ バ シ ー の 侵 害 で あ って 、 こ う した行

為 に よっ て 入 手 され た 証 拠 は 効 力 を有 しな い と され た。ETl8条 が 定 め る保 障

は、 労 働 者 の 私 物 検 査(registrodeefectospersonales)の 目的 で は、 そ の

推 定 に適用 で きな い とい う こ とで あ る(同 様 の趣 旨の こ とは 、最 高 裁 判 所 の2007

年9月26日 の判 決 〔STS26septiembre2007[RJ2007,7514]〕 で も述 べ ら

れ て い る)。 した が っ て、 主 張 さ れ た事 実 が 立 証 され な い の で 、 当該 事 件 にお け

22)GILPLANA,J.,Lapruebaenelprocesolaboral...,ob.eit.,pp.217-220;

SEMPERENAVARRO,A.V.,SANMARTfNMAIIUCONIC.,Nueaas

lecnologiasyrelacioneslaborales,Thomson-Aranzadi,2002,p.57.

23)ALONSOOLEA,M,,ETAL,Z)erechoProcesal4θ1Trabajo,14aed.,

Thomson-Civitas,Madrid,2006,p.232.

24)ALONSOOLEA,M.,CASASBAAMONDE,MaE.,DerechodelTrabajo ,14a

ed.,UniversidadComplutensedeMadrid,Madrid,1995,pp.428-429 .

25)RODRIGUEZ-PINERO,M.,"Cargadelapruebaypresuncionde

inocenciaenelprocesodedespido",RelacionesLaborales ,Vol.1,1990,pp.

47-48.
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る解雇は 「不当」と判定された。同様の見解に立つ ものとして、同じくコンピュー

タの検査をめぐって争われた事件 を扱ったバスク自治州管区高等裁判所の2007

年4月24日 の判決(STSJPaisVasco24abril2007[AS2007,2512])、 さ

らに電話の盗聴が争点 とされた事件でのマ ドリッド自治州管区高等裁判所の2002

年10月22日 の判決(STSJMadrid240ctubre2002[JUR2003,22539])を

挙げることができる。

最後に、基本権の範躊に属さない権利の侵害からどのような結果が生 じるか、

すなわち、それが解雇の評価 にどのような影響を及ぼ し得 るであろうか。 これ

らの点についてはいまだ十分 な回答が示されていないが、後者については裁判

所の判断が重要であろうことは当然である。例えば、企業の資金を横領 した衷

実を女性労働者に認めさせ、その懲戒解雇通知書に署名 させるに際 して、企業

側が不正手段を通 じてそれらを獲得 した場合には、有効な証拠 として採用 され

ないことになるから、当該解雇は 「無効」ではな く 「不当」なものであると評

価 したものがある(STSJMadrid28junio2005[AS2005,2080])。 ところ

で、 この事件の判決では、重要な問題点が指摘 されていた。その問題 とは、証

拠が有効なもの とされないことから生じる弁護権の制限 との関係である。それ

では、この点については次節で検討する。

五.違 法収集証拠と弁護権の制限

違法収集証拠の検証が開始 された場合、興味深い点は、その弁護権の範囲に

ついての入念な審査が行われ ることである。一般的には、 このような審査は、

当事者の一方に対 して、出廷、訴えの提起、立証などにおいて、その弁護権の

行使が妨げられ るときに行われる。 この要件は、訴訟における両当皐者の平等

26)MONTEROAROCA,J.,FLORSMATTES,J.,Amparocoηs醗 κc∫oηαりproceso

civil_,ob.cit.,pp.98,104-105,確 か に、憲 法 裁判 所(STC226/1988)は 、 「裁判 所

は、本 件 の よ うな場 合 に、細 心 の注 意 を もっ て(escrupulosamente)、 裁 判 に お ける両

当事 者 の平 等 また は その 手段 の 平等(igualdaddearmas)の 原 則 を遵 守 しな けれ ば な

らない 。 なぜ な ら、 こう した 原則 は、CE24条 が定 め る権 利全 体 の 一部 を構 成 す るか ら

で あ る」 と主 張 して い る。
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の 原 則(principiodeigualdaddelaspartesenelproceso)を 保 護 す る

lfi)

た め に必 要 で あ る(STC226/1988,de28noviembre[RTC】988/226])。 し

た が っ て 、 弁 護 権 の 範 囲 の確 定 は、 裁 判 に お け る裁 判 所 の判 断 の み に基 づ く も

の で あ る(STC47/1992,de2abril[RTCl992/47])。 この弁 護 権 を奪 わ れ

る こ とは 、 単 に違 法 とい うだ けで は な く、 そ の権 利 利 益 を実 質 的 に損 な わ せ る

こ とに つ な が る もの で あ る。 弁 護 権 の範 囲 を限 定 す る に は 、 そ れ が 実 効 的 か つ

正 当 な もの で あ る こ と、 す な わ ち 、 抽 象 的 な も の で あ っ て は な らず(S「1℃

137/1999,de22Julio[RTCl999/137])、 そ の 手 続 上 の不 備 とい っ た よ うな

視 点 か ら判 断 され るべ きで は な い(STC118/1997,de23JUI710[RTC1997/
21)

118])a

CE24条1項 が規定する弁護権の剥奪の禁止についての一般規定は、続 く2

項において、当事者が 「適切な証拠方法を用 いる権利」 として具体化されてい
m)

る。 そ して 、 この 権 利 の 内 容 は 憲 法 裁 判 所 の 解 釈 を通 じて 確 定 され て い る。 憲

法 裁 判 所 の 解 釈 の 要 点 は 、 以 下 の諸 点 に収 敏 され る(SSTC165/2001,de16

Julio[RTC2001/165];121/2004,de12Julio[RTC2004/121])O

a)基 本 権 で は あ るが 、 立 証 に 役 立 つ 無 制 限 の 行 為 を なす 権 利 を 含 む もの で

は な く、 適 切 とみ な され る証 拠 の み を審 問 し主 張 す る権 利 で あ るに す ぎず(STC

233/且992,del4diciembre[RTCl992,233])、 す な わ ち、 証 明 され た箏 実

(hechosprobados)と 判 決 され るべ き テ ー マ(terradecidendi)と の 関 係

が 適 切 で あ る こ とが 必 要 で あ る(STC26/2000,de31enero[RTC2000,

zs])o

b)法 的 な権 利 で あ るか ら、 そ の 証 拠 は法 定 の 期 日 と形 式 に お い て 、 す な わ

ち、 訴 訟 要 件 の遵 守 の 下 に 申 請 され た もの で な け れ ば な らな い(STc94/1992,

delljunio[RTCl992,94])。 さ ら に、 そ の証 拠 は 法 令 上 の 範 囲 の もの で な

けれ ば な らな い(STC189/1996,de25noviembre[RTCI996,189])。

27)Ibidem,pp.99-100.

28)Ibidem,p.158.

〔翻 訳者 補 足 注 〕CE24条1項 に は、 「何 人 も、 自己 の正 当 な権 利 お よび 利益 を主 張 す る

際 、裁 判 官 お よび裁 判 所 の実 効 的 な保 護 を受 け る権 利 を有 し、 いか な る場 合 にお い て も

弁護 権 を奪 わ れ な い。」 と規 定 され て い る。
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c)証 拠 の 適 法 性(legalidad)お よび 適 切 性(pertinencia)の 検 証 は 裁 判

所 の 権 限 に 属 す る が 、 憲 法 裁 判 所 の役 割 は、 他 の 裁 判 所 の 役 割 を代 行 し得 るの

で は な く、 最 終 決 定 の た め の 証 拠 が独 断 的 も し くは不 合 理 なや り方 、 ま た は 何

らの理 由 も な しに 主 張 さ れ た も の で取 り上 げ る こ とが で き な い よ う な と きに 、

そ の 司 法 判 断 を監 視 す る こ とに 限定 され な けれ ば な らな い(STC78/2001,de

26marzo[RTC2001,78])o

d)証 明 の た め の活 動 は、 原 告 の 実 効 的 な 弁 護 権 が奪 わ れ る とい う結 果 を招

来 す る、 す な わ ち、 「弁護 の段 階 にお いて 決 定 的」(decisivaenterminosde

defenSa)な もの で な けれ ば な らな い(STC219/1998,del6nOViembre[RTC

l998,219])。 した が っ て、 そ う した 証拠 が 決 定 的 な もの で あ る こ との 挙 証 責 任

は 原 告 自 身 に帰 す る。 要 す る に 、 弁 護 の主 張 は、 具 体 的 な 申 立 て に基 づ い て行

わ れ る(STCl64/1996,de280ctubre[RTCl996/164])。

e)し た が っ て 、 原 告 は 、 証 明 が 必 要 で あ る が 、 それ が 不 可 能 で あ る衷 実 と

不 採 用 とさ れ た 証 拠 との 関 係 を主 張 しな け れ ば な らな い(STCl31/1995,de

llseptiembre[RTCl995,131])。 ま た、 最 終 的 な決 定 が原 告 に有 利 で あ り

得 た の は どの 点 ま で か を 論 証 し な け れ ば な らな い(STC147/1987,de25

septiembre[RTC1987,147])o

も っ とも、 証 拠 の 不 採 用 と と も に弁 護 権 が 制 限 され る とす る憲 法 裁 判 所 の 理

論 で は複 雑 な 問題 が生 じ る こ と も指 摘 しな けれ ば な らな い(STCl98/1997,de

24noviembre[RTCl997,198])。 要 す るに 、 弁 護権 の 剥 奪 を 禁 止 す るCE24
'L9)

条1項 のために、2項 の内容が形骸化する可能性である。

さて、憲法裁判所の理論の分析を踏まえた上で、それでは労働裁判において

ある証拠が違法を理 由に不採用 とされた ときに、 どのような効果が生じること

になるであろうか。 この点については、違法収集証拠の不採用 とその結果 とし

て生 じる弁護権の制限を検討 したカスティージャ ・ラマンチャ自治州管区高等

裁判所の2006年ll月17日 の判決(STSJCastillalaManchal7noviembre

2006)が 好例 となる。 この事件は、スペイン自動車 レースをサポー トするある

会社において期間の定めのある契約で働いていた労働者が、2005年 のシーズン

29)Ibidem,pp.161-162.
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途中で解雇されたことに対 して、解雇の無効、また予備的に解雇の不当を主張

して提訴 したというものである。控訴審である上記裁判所は不当解雇 と評価 し

た。

LPLIgl条a号 の根拠の下で控訴手続が取 られた理由は、裁判所による証拠の

不採用によって訴訟行為自体が無効 と評価 される効果に影響を及ぼす とされた

からであった。この事件でその争点 となった証拠は、控訴人 と解雇通知書に署

名 した者 との間で交わされた会話を録音 したテープとCD-ROMで あった。

この中に、労働者の会社資金の使途に関する不正流用の証言だけではな く、解

雇通知を受けた際の暴言その他の非礼なふるまいが記録されていた。控訴人は、

この証拠物 はその正当性を示す基本的な物件であって、 これを不採用 とするこ

とは弁護権(CE24条)の 侵害を推定させるものであると主張 した。これに対 し

て被控訴人側が異議を申 し立てた。

この判決では、憲法裁判所によって示された証拠に関する理論(こ の点につ

いては本節冒頭で詳述 した)と 、対話者によるその会話の録音に関する判例が

参考 とされた。すなわち、憲法裁判所の1984年11月29日 の判決(STCll4/1984 ,

de29noviembre[RTCl984 ,II4])と 、最高裁判所の1990年3月10日 の判

決(STSlOmayol990[RJl990,2045])の 理論を劇酌 した上で、対話者の

一方による会話の録音自体は通信の秘密を侵害するものではな く
、む しろ憲法

の規定の趣旨は第三者(terceros)に よる上記の会話への不正な介入か らの保
30)

障であるとして、録音行為 自体による審理への影響を過小評価 した。 もうひと

つの問題は、具体的な証拠方法の証拠価値(valorprobatorio)で あるが、こ

れについてはその内容次第であるといえよう。証拠の効力は、LPL97条2項 の

規定 によって裁判官の権 限に基づ くその採用 と証拠調べ(practicadela

prueba)に よって実証 される。これにより、提出された録音テープなどが証拠

物件 としての正当性を否定されることになれば(ち なみに本件の場合ではその

録音テープは違法に入手されたものではなかった)、 その弁護権が制限 され ると

いう事態を引き起 こすことになる。

30)こ の 点 に 関 して は 、 さ ら に 、SSTSJExtremadura3abril2000[AS2000
,2317]

Galicia29abril2004[AS2004
,2275]を 参 照 。
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この同 じ見解に立った裁判例 として、アンダルシア自治州管区高等裁判所の

2007年ll月27日 の判決(STSJAndalucia27noviembre2007)を 挙げるこ

とができる。この事件 は、あるデパー トの従業員がその不正な行為のい くつか

を記録 していた保安室の資料を理由として懲戒解雇の通知 を受けた ところ、そ

の日のうちにデパー ト側に対 して自発的に退職する旨の通知を文書で行い、か

つ退職に係 る補償のい くつか も実際に受領 したにもかかわ らず、後日、意に反

して解雇された として訴 えを提起 した というものである。一審では、 この従業

員が 「自発的に」(voluntaria)退 職 した点が認定 され棄却判決が出された。 し

か しながら、この従業員は、退職時の様子を録音 したテープを証拠 として提出

していたが、 これが違法収集証拠 と判断され不採用 となったことを不服 として、

LPL90条1項 に基づきCE24条 を根拠 として控訴 した。 この録音テープは、退

職が 「自発的」なものではなく、詐欺的および脅迫的な行為の下で(bajoengano

yfraudeyconcoacci6n)強 要された ものであったことを立証するもので

あった。 これにより、控訴審では、上述 した裁判例 と同じく、一審判決が破棄

され、証拠の採用についての遡及的な判断がなされた。

六.結 語に代 えて

上記一連の分析か らすでに明白なことであるが、ひとつの結論 として、違法

収集証拠について分析する場合には、かな り複雑な問題に直面することが指摘

できる。 したがって、この分析に際 しては、国内の法令や裁判例か らだけでは

な く、比較法的見地か らの多様な考え方が考慮されなければならないことは明

らかである。また他方で、労働関係においては、技術の進歩 とその導入が進ん

でいる現状において、企業側が労働者のプライバシーなどの基本権 を侵害する

ことな く、解雇原因 となる証拠を入手することが困難になってきていることも

考慮 されなければならない。 これらの視点は、解雇の評価に重大な影響を及ぼ

すことは言を待たない。この問題が複雑なために、 これまで試み られてきた解

決のための努力にもかかわらず、いまだに克服すべき問題が多 く残 されてお り、

今後の立法や裁判例の発展が期待されるところである。 さらに、付け加えるべ

き重要な視点 として、違法 と評価された証拠を不採用 とすることから生 じる弁



スペイン労働訴訟 におけ る違法に収集 された証拠の取扱いに関す る一考察225

護権の制限をどう考えるか という点である。 これ らを総合的に考察 してゆ くこ

とが、違法収集証拠の問題の複雑性 を解 き明かす重要な視点 となる。

(著者:ナ バラ大学労働法 ・社会保障法教授)

(訳者:本 学法学部教授)


